
   

会員規定 

特定非営利活動法人 

アーシャ＝アジアの農民と歩む会 

（目的） 

第１条 この規定は、特定非営利活動法人アーシャ＝アジアの農民と歩む会（以下当会とい

う）定款 第３章に規定する会員についての必要な細則を定める。 

 

（入会） 

第２条 当会に入会を希望する個人及び団体は、添付の入会用フォームもしくは振込用紙

にて申請を行うことにより、入会申し込みとする。 

２ 会員種別、会費、入会金は下記の通りとする。 

 

会員種別 会費 

正会員 

個人 
一般 一口 5,000円 

終身 一口 50,000円 

団体 
一般 一口 20,000円 

終身 一口 100,000円 

賛助会員 

個人 
一般 一口 3,000円 

終身 一口 30,000円 

団体 
一般 一口 10,000円 

終身 一口 50,000円 

 

３ 年度の途中に新たに入会した会員は、当年度会費を入会のときに納入するものとする。 

４ 終身会員の会費を納入したことを確認できた会員については、終身会員として以降の

年会費は免除する。 

 

（会費） 

第３条 一般会員は、当該年度の年会費を支払わなければならない。一般会員・終身会員と

も、いったん支払われた会費は返却しない。 

２ 会員資格の有効期間は、４月１日～翌年３月３１日迄とする。一般会員の翌年度の会費

の請求は有効期間満了前の毎年１-３月に行うものとする。年会費を３月３１日までに納入

することにより、会員期間を 1年延長することができる。  



 

（会員情報の変更手続き） 

第４条 会員に住所・氏名・メールアドレス・電話番号などの変更があった場合は、当会宛

に変更連絡する。 

 

（退会） 

第５条 退会を希望する会員は、「退会届」を代表理事宛に提出して退会することができる。 

２ 退会日までに、会費が未納であったものは、未納の会費を納入しなければならない。 

 

（会員の資格喪失） 

第６条 会員は次の各号の一つに該当する場合、その資格を喪失する。 

（１）退会したとき 

（２）個人においては死亡または失踪宣告を受けたとき 

（３）法人または団体においては解散または破産したとき 

（４）正当な理由なく、会費を１年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもそれに応じ

ないとき 

（５）除名されたとき 

 

(総会出席の権利) 

第７条 総会出席の権利を持つ正会員は次の範囲とする。 

総会招集通知を行う時点で、正会員であること。 

２ 団体会員の正会員は、総会での議決権を有する。 

３ 賛助会員（個人・団体）は、総会での議決権を有しない。 

 

(義務) 

第８条 会員は当会の目的および定款を遵守し、当会の活動を支援しなければならない。 

２ 会員は住所、氏名や登録内容に変更が生じた場合、直ちに当会に届け出なければならな

い。 

 

(会員譲渡の禁止)  

第９条 会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させるなど、売買、担保の設定

等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。 

 

(私的利用の範囲外の利用禁止) 

第１０条 会員は、当会が承認をした場合を除き、当会を通じて入手したいかなる情報をも、

私的利用の範囲を超えて複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願をすること

はできず、また、第三者をして使用させることはできない。 

  



 

（除名） 

第１１条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会

を与えた上で、理事会の議決に基づき除名することができる。 

（１）法令、この定款又は会員規定に違反したとき 

（２）この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき 
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入会申込書                           
特定非営利活動法人アーシャ＝アジアの農民と歩む会 事務局 御中 

 

私は会員規定を理解し了解した上で、特定非営利活動法人アーシャ＝アジアの農民と歩む会への入会を申し込み

ます。 

該当の欄に○をおつけください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 
（個人名・団体

名） 

ふりがな 団体担当者名 

  

住所 

〒 

E-mail  

TEL  FAX 
 

以下は正会員をご希望される方のみ記載をお願いいたします 

県に提出する社員名簿への氏名・住所の記載 可   ・   不可 

会費のご送金先 

郵便振替での 

ご送金 

口座番号：００１６０－０－３１５１４７  

口座名義：アーシャアジアノノウミントアユムカイ 

ゆうちょ間での

ご送金 

記号 １０７００  番号 ２０５２０００１ 

口座名義：アーシャアジアノノウミントアユムカイ 

他金融機関 

からのご送金 

金融機関名：ゆうちょ銀行 〇一九（ゼロイチキュウ）支店 預金科目：当座   

口座番号：０３１５１４７ 口座名義：アーシャアジアノノウミントアユムカイ 

事務局使用欄 入会日     年  月  日 会費入金日     年  月  日 

 

正会員 

（議決権あり） 

事業運営等に関わり、 

共に活動する会員 

個人 
一般 

年会費 一口 5,000 円 

終身 

会費 一口 50,000 円 

団体 
一般 

年会費 一口 20,000 円 

終身 

会費 一口 100,000 円 

賛助会員 

（議決権なし） 

活動を応援し・活動を 

支えるサポーター会員 

個人 
一般 

年会費 一口 3,000 円 

終身 

会費 一口 30,000 円 

団体 
一般 

年会費 一口 10,000 円 

終身 

会費 一口 50,000 円 


